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　公共発注者が請負に付す工事の積算とは、「競
争の目的となる建築物の仕様書、設計書等に基づ
き、各種数量を計算し、これに対応する単価を取
引の実例価格、需要の状況を調査し、更に履行の
難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して
定め、これらの数量と単価の積和により工事費用
を計算し、これに受注者の利益を含めた経費を加
算し工事価格を予測計算すること。」であるとい
える。
　国等では、積算関係の基準を整備し、設計図書
とこの基準等に基づいて積算が行われている。
　本特集のテーマである「建設労働者に関する保
険」の費用は、国等が発注する建築工事について
みると、直接工事費の単価及び価格並びに共通費
を構成する費用である現場管理費にそれぞれ含ま

れている。
　ここでは、国の積算体系及び保険費用に関する
公共発注者の積算上の取扱いについて述べる。

国の積算基準類2

　国では、積算業務の合理化・効率化の観点から、
工事価格の算定に必要な数量、単価及び共通費等
の積算基準並びに内訳書及び見積書の標準書式を
整備している。
　これらの積算基準類は、平成15年度から国の
「統一基準」として位置付けられている。
　図１に統一された積算基準類を示す。

工事費の構成3

　工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機
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図１　統一された積算基準類
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械設備工事及び昇降機設備工事等の工事種別ごと
に行うこととしている。
　また、工事費は、直接工事費、共通費及び消費
税等相当額に区分して積算する。
　直接工事費については、設計図書の表示に従っ
て工事種別ごとに区分し、共通費については、共
通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分す
る。
　図２に工事費の構成を示す。

直接工事費4

　直接工事費は、工事目的物を造るために直接必
要とする費用で、直接仮設に要する費用を含み、
その算定は次に掲げる各項によっている。

（１）算定の方法
イ　材料価格及び機器類価格（「材料価格等」と
いう。）に個別の数量を乗じて算定する。

ロ　単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機
械器具費等から構成された単価に数量を乗じ
て算定する。

ハ　イ又はロによりがたい場合は、施工に必要と
なる全ての費用を「一式」として算定する。

（２）単価及び価格
　算定の方法に用いる単価及び価格については、
「公共建築工事標準単価積算基準」による。

（３）数量
　算定の方法に用いる数量は、建築工事において
は、「公共建築数量積算基準」、電気設備工事及び
機械設備工事においては、「公共建築設備数量積
算基準」による。

単価及び価格の算定5

　単価及び価格の算定については次によってい
る。
　なお、以下の（２）から（４）の単価及び価格
には、建設労働者の保険費用が含まれている。

（１）材料価格等
　材料価格等は、積算時の最新の現場渡し価格と
し、物価資料の掲載価格又は製造業者の見積価格
等を参考に定める。

（２）複合単価
　複合単価は、材料、労務、機械器具等の各要素
と単位施工当たりに必要とされる数量（以下「所

図２　工事費の構成
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要量」という。）から構成される歩掛り※１に、材
料単価、労務単価、機械器具費及び仮設材費等を
乗じて算定する。

（３）市場単価
　市場単価は、元請業者と下請の専門工事業者間
の契約に基づき調査された単位施工当たりの取引
価格であり、物価資料に掲載された「建築工事市
場単価」※２による。なお、「公共建築工事標準単
価積算基準」第２編～第４編に定める工種に適用
する。
　また、市場単価は、材料費、労務費、機械経費
等によって構成されるが、その掲載条件が一部異
なる場合の単価については、類似の市場単価を適
切に補正して算定することができる。

（４）上記以外の単価及び価格
　上記以外の単価及び価格は、物価資料の掲載価
格又は製造業者・専門工事業者の見積価格等※３

を参考に定める。

共通費6

　共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要す
る費用である（共通仮設費の項目及び内容は省
略）。
　現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を
管理運営するために必要な費用であり、共通仮設

費以外の費用である。
　現場管理費における建設労働者の保険費用は、
「保険料」（法定外の労災保険）、「法定福利費」に
含まれている（表１参照）。
　また、一般管理費は、工事施工に当たる受注者
の継続運営に必要な費用であり、一般管理費等
は、一般管理費と付加利益からなる。
　一般管理費の「法定福利費」は、受注企業の本
店及び支店の従業員に関する保険料の事業主負担
額である（表２参照）。

共通費の算定7

　共通仮設費の算定は省略。
　現場管理費の算定は、表１の内容について、費
用を積み上げにより算定するか、過去の実績に基
づく純工事費に対する比率（以下「現場管理費
率」という。）により算定する。通常、現場管理
費は、純工事費に現場管理費率を乗じて算定し、
現場管理費率に含まれない特記事項については、
別途積み上げにより算定して加算する（現場管理
費率に含まれる内容は表１による。）。
　一般管理費等の算定は、表２の内容と付加利益
について、工事原価に対する比率（「以下「一般
管理費等率」という。）により算定する。
　なお、　現行の共通仮設費率、現場管理費率及
びその算定方法は、公共建築工事を対象とした実
態調査により定めたものであり、平成23年４月に
公表されている。
　また、一般管理費等は、公共建築工事の受注実
績のある建設企業を対象として、財務諸表等に関
する実態調査を行い、その結果を基に一般管理費
等率及び算定方法を定めたものであり、平成９年
11月に公表された。現行の一般管理費等率は改定
されてはいないが、「一般管理費等の算定」は、
改定のうえ平成23年４月に公表されている。

※１　歩掛り：歩掛りは、以下の項目により構成する。この
歩掛りに基づく複合単価には、専門工事業者の保険費
用等を含む。
（１）材料、（２）労務、（３）機械器具、（４）その他

※２　「建築工事市場単価」：掲載単価には、専門工事業者の
保険費用を含む。

※３　物価資料の掲載価格又は製造業者・専門工事業者の見
積価格等：掲載価格又は見積価格等には、専門工事業
者の保険費用等を含む。
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表１　現場管理費の項目及び内容

表２　一般管理費の項目及び内容
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